
18　

①軽自動車税の減免について

　身体障がい者のかたの軽自動車の減免は毎年申請
が必要です。
▼申請期間　納付書が届いた日～５月24日（火）
　　　　　　　　　　　　　　　（納期限の７日前）
※平成22年度から、肝機能障害１級～３級のかたも
　減免の対象になりました。

②軽自動車税を口座振替されるかたへ

　軽自動車税を口座振替で納められたかたに対し
ての車検時に必要な納税証明書は、６月中旬に発
送します。
　ただし、発送までの間に車検を受けられるかた
には随時発行します。引き落としの確認時間を短
くするため、お手数ですが引き落としの確認でき
る預金通帳をご持参のうえ、税務出納課町民税係
までおいでください。

③東日本大震災による救済措置について

　東日本大震災により被災されたかたで、白鷹町に
登録されている軽自動車について申立てを行うと救
済措置が受けられます。申立書は町ホームページか
らダウンロードできます。詳しくは税務出納課まで
お問い合わせください。
■問い合わせ　税務出納課町民税係（☎85－6132）

◇申請の際にお持ちいただくもの
　①身体障害者手帳
　②免許証
　③軽自動車税の納付書
　④印鑑
　※ただし、障がいの種類や等級により該当になら
　　ない場合もありますので、税務出納課までお問
　　い合わせください。
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樋口久子さん（高岡）
（☎85－4574）

奥山正雄さん（荒砥甲）
（☎85－3841）

健康福祉課福祉係からお知らせ




